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今日は朝から雨で趣味のテニスも出来ず無聊を託っていましたが、ふと私が大学生時代に
流行っていた「ギャラガ」というシューティングゲームをしたくなり任天堂スイッチで遊
んだのですが、画面上を飛び回る敵の動きに目が全くついて行けません。討っても当たら
ず、敵が討ってくる弾を避けることもできず、あれよあれよと言う間にゲームオーバー。
学生時代は１００円で１時間以上も遊べたのに・・・、結局３０分位で上達を諦めスイッ
チを切りました。反射神経と動体視力の低下、自分が歳をとったことを痛切に思い知らさ
れた出来事でした。

「年収の壁」への当面の対応・支援強化パッケージの詳細が発表されました

厚生労働省は、９月２７日に労働者が社会保険料の負担による手取り収入の減少を避け
るために就業調整をする、いわゆる「年収の壁」問題への当面の対策として、支援強化パ
ッケージの詳細を発表しました。パッケージは、今月（１０月）から順次実施されます。

１．１０６万円の壁への対応
（１）キャリアアップ助成金のコースの新設

短時間労働者を新たに被保険者とする際に、労働者の収入を増加させる取組みを行った
事業主は、短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させ
る取組を行った事業主に対して、複数年（最大３年）で計画的に取り組むケースを含め、
一定期間助成（労働者１人当たり最大５０万円で１年目２０万円、２年目２０万円、３年
目１０万円）を行います。また、助成対象の取組みには、賃上げや所定労働時間の延長の
ほか、保険料負担に伴う手取り収入の減少分に相当する手当（社会保険適用促進手当）の
支給も含まれます。
（２）社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

事業主は、当該労働者に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給で
きます。また、労使双方の保険料負担を軽減する観点から、社会保険適用促進手当につい
ては、労働者負担分の保険料相当額を上限として、最大２年間、標準報酬月額・標準賞与
額の算定に考慮しません。

２．１３０万円の壁への対応
・事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
直近の年間収入が、被扶養者の認定の要件である１３０万円を超える見込みとなった場

合、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等に加えて、人手不足による労働時間延
長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、直ちに被扶養者
認定を取り消されることはなく、総合的に将来収入の見込み額から判断し、迅速な認定を
受けることができます。

３．配偶者手当への対応
・企業の配偶者手当の見直し促進

令和６年春の賃金見直しに向けた労使の話し合いの中で、中小企業においても配偶者手
当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・
公表します。また、各地域で開催されるセミナーで説明、中小企業団体等を通じての周知
活動を行います。

発表の詳細を見ると、必要要件等が多くあり、また「総合的に将来の見込額から判断」
とかはっきりしない部分もありますが、まあ無いよりはましとい処でしょうか。

【いわゆる「年収の壁」への当面の対応について（令和５年９月 27 日 全世代型社会保障
構築本部決定）】

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001150697.pdf


